
混交林誘導整備事業の御案内 第４期（2021～2025）
奈良県森林環境税使途事業

混交林誘導整備事業とは

施業放置林（施業・手入れされず放置された人工林）において、継続的な木材生産と防災力の
向上を目指し、針広混交林（スギやヒノキの針葉樹人工林に広葉樹を交えた森林）への誘導整備
を行います。

整備

背景

事業を実施すると...

対象森林と整備方法について詳しくは裏面へ→

植栽

収穫

施業
（間伐・枝打ち等）

施業（手入れ）せずに
放置されると

森林の公益的機能の低下

森林内の下層植生がなくなる
ことで土砂が流出し、災害に
つながるおそれがあります

整備前 整備後

広葉樹を植えることで、様々なニーズにお応えできる可能性があります。
様々な樹種を交えた多様な森づくりは、防災力強化にもつながります！

人工林のサイクル

「山が明るくなった！」
「クヌギ、コナラを植えると
シイタケ原木が取れる！」

「サクラ、カエデを植えると

四季彩りの豊かな山に！」



対象森林と整備方法

メリットと注意点

問い合わせ先

対象森林の主な要件
⑴スギ・ヒノキの人工林
⑵5年間施業履歴なし

3年間

所有者負担なし

3年間の苗木の管理

10年間は皆伐・転用不可

奈良県庁 森林環境課 全国植樹祭・共生推進係 TEL 0742-27-8115
奈良県中部農林振興事務所 森林共生推進課 TEL 0744-48-3084
奈良県東部農林振興事務所 森林共生推進課 TEL 0745-84-9501
奈良県南部農林振興事務所 森林共生推進第一課 TEL 0747-32-8313
奈良県南部農林振興事務所 森林共生推進第二課 TEL 0746-64-0671

搬出材の売り上げは事業費補填

手入れされずに放置された森林 メニュー①更新＋環境整備（定性間伐 or 列状間伐）

メニュー②択伐＋樹下植栽 NEW!!

気象害や病虫獣害等を受けた森林 メニュー③気象害等被害森林の更新 NEW!!

造林後に植生が回復していない森林 メニュー④植生回復困難森林の更新 NEW!!

⑤伐採木の搬出・運搬
木質バイオマス発電施設へ
所有者負担での搬出・運搬も可

（事業で搬出・運搬する場合）


